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(57)【要約】
　本発明は、低電力モードを有する携帯用超音波診断装
置及びその遂行方法に関するものであって、本発明によ
る低電力モードを有する携帯用超音波診断装置は、超音
波信号を被検体に送信した後、被検体から反射されてき
たエコー信号を受信する超音波プローブと、超音波プロ
ーブから反射されてきたエコー信号を収集してフレーム
データを生成するビームフォーマと、ビームフォーマか
ら生成されたフレームデータにスキャン変換を行って、
超音波映像を形成するスキャン変換部と、スキャン変換
された超音波映像が表示されるディスプレイ画面を備え
るディスプレイ部と、ディスプレイ部の超音波映像のう
ち、超音波診断を行わない場合の映像に対するイメージ
データを保存するメモリと、ディスプレイ部の超音波映
像とメモリに保存されたイメージデータとを比較分析す
る超音波映像比較分析器と、超音波映像の比較分析器に
よって、ディスプレイ部に表示される超音波映像が超音
波診断を行わない場合の超音波映像と判断されれば、全
体回路を低電力モードに進入させる低電力モード制御部
と、を備える。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波診断装置と無線通信端末機とを含む超音波診断システムにおいて、
　超音波プローブでエコー信号を収集して得たフレームデータを前記無線通信端末機のデ
ィスプレイ画面が有する解像度に対応するスキャンデータで形成する前記超音波診断装置
と、
　前記超音波診断装置から前記スキャンデータを受信して、自体保有した前記ディスプレ
イ画面が有する解像度に適した超音波映像にスキャン変換する前記無線通信端末機と、を
備えることを特徴とする多様な解像度を有する前記無線通信端末機への適用が可能な超音
波診断システム。
【請求項２】
　前記超音波診断装置は、超音波信号を被検体に送信し、被検体から反射されるエコー信
号を受信する前記超音波プローブと、
　前記超音波プローブから反射されてきたエコー信号を収集して前記フレームデータを生
成するビームフォーマと、
　前記無線通信端末機から解像度情報を受信する解像度情報受信部と、
　無線通信を行う場合、多様な解像度を有する前記無線通信端末機の解像度情報に対応し
て帯域幅の効率性を高めうる前記スキャンデータが予め設定マッピングされて保存された
スキャンデータ用解像度ＤＢと、
　前記解像度情報受信部に受信される前記解像度情報を前記スキャンデータ用解像度ＤＢ
のマッピング情報と比較した後、前記フレームデータを前記無線通信端末機に伝送するた
めの前記スキャンデータで生成するスキャンデータ生成部と、
　前記スキャンデータ生成部から生成された前記スキャンデータを前記無線通信端末機に
送信するスキャンデータ送信部と、を含むことを特徴とする請求項１に記載の多様な解像
度を有する前記無線通信端末機への適用が可能な超音波診断システム。
【請求項３】
　前記無線通信端末機は、前記超音波映像を表示するディスプレイ部と、
　前記ディスプレイ部のディスプレイ画面に対応する前記解像度情報を生成する解像度情
報生成部と、
　前記超音波診断装置と無線通信を行って、前記解像度情報及び前記スキャンデータを送
受信するデータ送受信部と、
　前記解像度情報に対応して、スキャン変換可能な前記超音波映像の大きさが予め設定マ
ッピングされて保存されたスキャン変換用解像度ＤＢと、
　前記スキャン変換用解像度ＤＢを用いて、前記ディスプレイ画面の前記解像度情報に対
応する前記超音波映像をマッピングさせるアプリケーション制御部と、
　前記アプリケーション制御部からマッピングされた情報を参照して、前記超音波診断装
置から受信する前記スキャンデータを前記ディスプレイ画面が有する解像度に適した前記
超音波映像にスキャン変換するスキャン変換部と、を備えることを特徴とする請求項１ま
たは２に記載の多様な解像度を有する前記無線通信端末機への適用が可能な超音波診断シ
ステム。
【請求項４】
　超音波プローブでエコー信号を収集して得たフレームデータを無線通信端末機のディス
プレイ画面が有する解像度に対応するスキャンデータで形成する超音波診断装置、及び前
記超音波診断装置からスキャンデータを受信して、自体保有したディスプレイ画面が有す
る解像度に適した超音波映像にスキャン変換する前記無線通信端末機を備える超音波診断
システムの診断方法において、
　前記超音波プローブのエコー信号を収集してビームフォーマで前記フレームデータを生
成する第１段階と、
　前記無線通信端末機の解像度情報生成部でデバイスドライバを通じてディスプレイ画面
の解像度情報を生成する第２段階と、
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　前記無線通信端末機のデータ送受信部と前記超音波診断装置の解像度情報受信部とを通
じて前記解像度情報を前記無線通信端末機から前記超音波診断装置に伝送する第３段階と
、
　前記無線通信端末機の解像度情報をスキャンデータ用解像度ＤＢのマッピング情報と比
較した後、前記マッピング情報に基づいて、前記ビームフォーマから生成された前記フレ
ームデータを前記無線通信端末機に伝送するための前記スキャンデータで生成する第４段
階と、
　前記超音波診断装置のスキャンデータ送信部と前記無線通信端末機のデータ送受信部と
を通じて前記超音波診断装置から前記無線通信端末機に前記スキャンデータを伝送する第
５段階と、
　アプリケーション制御部でスキャン変換用解像度ＤＢを参照して、前記解像度情報に対
応する前記超音波映像をマッピングさせた後、スキャン変換部で前記超音波診断装置から
受信する前記スキャンデータを前記ディスプレイ画面が有する前記解像度情報に適した前
記超音波映像にスキャン変換する第６段階と、
　ディスプレイ部によって、スキャン変換が完了した前記超音波映像を表示する第７段階
と、を備えることを特徴とする多様な解像度を有する前記無線通信端末機への適用が可能
な超音波診断システムの診断方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、多様な解像度を有する無線通信端末機への適用が可能な超音波診断システム
及び診断方法に係り、より詳細には、多様な解像度を有する無線通信端末機に適した解像
度を具現すると共に、送受信帯域幅を効率的に使える多様な解像度を有する無線通信端末
機への適用が可能な超音波診断システム及び診断方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置は、無侵襲及び非破壊の特性を有しており、対象体内部の情報を得るた
めの医療分野で広く用いられている。超音波診断システムは、被検体を直接切開して観察
する外科手術が不要であり、被検体内部組織の高解像度の映像を医師に提供することがで
きるので、医療分野で非常に重要に用いられている。
【０００３】
　超音波診断装置は、被検体の体表から体内の目的部位に向けて超音波信号を照射し、反
射された超音波信号から情報を抽出して軟部組織の断層や血流に関するイメージを無侵襲
で得るシステムである。
【０００４】
　このような超音波診断装置は、Ｘ線検査装置、ＣＴスキャナー（Computerized Tomogra
phy Scanner）、ＭＲＩスキャナー（Magnetic Resonance Image Scanner）、核医学検査
装置のような他の映像診断装置と比較した時、小型で安価であり、リアルタイムで表示可
能であり、Ｘ線などの被爆がなくて、安全性が高いという長所を有するので、心臓、腹部
内臓、泌尿器及び生殖器の診断のために広く用いられている。
【０００５】
　図１は、超音波診断システムを概略的に示すブロック図である。
【０００６】
　図示されたように、超音波診断システムは、超音波プローブ（probe）１０、ビームフ
ォーマ（beam former）２０、スキャン変換部３０、及びディスプレイ部４０を含む。
【０００７】
　前記超音波プローブ１０は、超音波信号を被検体に送信し、被検体から反射されるエコ
ー信号を受信して受信信号を形成する。また、超音波プローブ１０は、超音波信号と電気
信号とを互いに変換するように動作する少なくとも１つの変換素子（transducer element
）を含む。
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【０００８】
　前記ビームフォーマ２０は、超音波プローブ１０から提供される受信信号をアナログ／
デジタル変換した後、各変換素子の位置及び集束点を考慮して時間遅延させ、時間遅延さ
れたデジタル信号を合算してフレームデータを生成する。
【０００９】
　前記スキャン変換部３０は、フレームデータがディスプレイ部のディスプレイ画面に表
示されるようにスキャン変換を行って、超音波映像を生成する。
【００１０】
　前記ディスプレイ部４０は、スキャン変換された超音波データを超音波映像にディスプ
レイ画面上に表示する。
【００１１】
　図２は、従来の病院で使う超音波診断システムを示す図面である。
【００１２】
　図示されたように、従来の超音波診断システムは、超音波映像を表示するためのディス
プレイ用モニタが固着されているので、超音波映像を生成する場合に、特定の解像度に合
わせて設定されている。
【００１３】
　最近、スマートフォンまたはタブレットのような多様な無線通信用端末機を超音波診断
システムと無線通信で連結して超音波診断を行なおうとする努力が試みられている。
【００１４】
　しかし、このような無線通信端末機は、製品の種類と大きさとによって多様な解像度を
有するディスプレイが装着されているために、従来の超音波診断システムと解像度が異な
る超音波映像を無線通信端末機に伝送するためには、解像度を調節しなければならない必
要性が台頭しつつある。
【００１５】
　それだけではなく、前記無線通信端末機が超音波診断システムから生成された超音波映
像に比べて、低解像度を有するディスプレイ部を備える場合には、従来の超音波診断シス
テムから生成された超音波映像を前記無線通信端末機に伝送する場合に、送受信帯域幅を
効率的に使えないという問題点がある。
【００１６】
　従って、多様な解像度を有する無線通信端末機に適した解像度を具現すると共に、送受
信帯域幅を効率的に使える超音波診断システムに関する現実的でありながらも、適用可能
な技術が切実な実情である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　本発明は、前記問題点を解決するために案出されたものであって、本発明は、多様な解
像度を有する無線通信端末機に適した解像度を具現すると共に、送受信帯域幅を効率的に
使える超音波診断システム及び診断方法を提供するところにその目的がある。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明の実施形態による多様な解像度を有する無線通信端末機への適用が可能な超音波
診断システムは、超音波診断装置と無線通信端末機とを含む超音波診断システムにおいて
、超音波プローブでエコー信号を収集して得たフレームデータを前記無線通信端末機のデ
ィスプレイ画面が有する解像度に対応するスキャンデータで形成する超音波診断装置と、
前記超音波診断装置からスキャンデータを受信して、自体保有したディスプレイ画面が有
する解像度に適した超音波映像にスキャン変換する無線通信端末機と、を備える。
【００１９】
　前記超音波診断装置は、超音波信号を被検体に送信し、被検体から反射されるエコー信
号を受信する超音波プローブと、前記超音波プローブから反射されてきたエコー信号を収
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集してフレームデータを生成するビームフォーマと、前記無線通信端末機から解像度情報
を受信する解像度情報受信部と、無線通信を行う場合、多様な解像度を有する無線通信端
末機の解像度情報に対応して帯域幅の効率性を高めうるスキャンデータが予め設定マッピ
ングされて保存されたスキャンデータ用解像度ＤＢと、前記解像度情報受信部に受信され
る解像度情報を前記スキャンデータ用解像度ＤＢのマッピング情報と比較した後、前記フ
レームデータを無線通信端末機に伝送するためのスキャンデータで生成するスキャンデー
タ生成部と、前記スキャンデータ生成部から生成されたスキャンデータを前記無線通信端
末機に送信するスキャンデータ送信部と、を含むことを特徴とする多様な解像度を有する
。
【００２０】
　前記無線通信端末機は、超音波映像を表示するディスプレイ部と、前記ディスプレイ部
のディスプレイ画面に対応する解像度情報を生成する解像度情報生成部と、前記超音波診
断装置と無線通信を行って、解像度情報及びスキャンデータを送受信するデータ送受信部
と、前記解像度情報に対応して、スキャン変換可能な超音波映像の大きさが予め設定マッ
ピングされて保存されたスキャン変換用解像度ＤＢと、前記スキャン変換用解像度ＤＢを
用いて、前記ディスプレイ画面の解像度情報に対応する超音波映像をマッピングさせるア
プリケーション制御部と、前記アプリケーション制御部からマッピングされた情報を参照
して、前記超音波診断装置から受信するスキャンデータを前記ディスプレイ画面が有する
解像度に適した超音波映像にスキャン変換するスキャン変換部と、を備える。
【００２１】
　本発明の実施形態による多様な解像度を有する無線通信端末機への適用が可能な超音波
診断システムの診断方法は、超音波プローブでエコー信号を収集して得たフレームデータ
を前記無線通信端末機のディスプレイ画面が有する解像度に対応するスキャンデータで形
成する超音波診断装置、及び前記超音波診断装置からスキャンデータを受信して、自体保
有したディスプレイ画面が有する解像度に適した超音波映像にスキャン変換する無線通信
端末機を備える超音波診断システムの診断方法において、超音波プローブのエコー信号を
収集してビームフォーマでフレームデータを生成する第１段階と、無線通信端末機の解像
度情報生成部でデバイスドライバを通じてディスプレイ画面の解像度情報を生成する第２
段階と、無線通信端末機のデータ送受信部と超音波診断装置の解像度情報受信部とを通じ
て解像度情報を無線通信端末機から超音波診断装置に伝送する第３段階と、無線通信端末
機の解像度情報をスキャンデータ用解像度ＤＢのマッピング情報と比較した後、前記マッ
ピング情報に基づいて、ビームフォーマから生成されたフレームデータを無線通信端末機
に伝送するためのスキャンデータで生成する第４段階と、超音波診断装置のスキャンデー
タ送信部と無線通信端末機のデータ送受信部とを通じて超音波診断装置から無線通信端末
機にスキャンデータを伝送する第５段階と、アプリケーション制御部でスキャン変換用解
像度ＤＢを参照して、解像度情報に対応する超音波映像をマッピングさせた後、スキャン
変換部で前記超音波診断装置から受信するスキャンデータをディスプレイ画面が有する解
像度情報に適した超音波映像にスキャン変換する第６段階と、ディスプレイ部によって、
スキャン変換が完了した超音波映像を表示する第７段階と、を備える。
【発明の効果】
【００２２】
　前述したように、本発明は、超音波診断装置のビームフォーマから形成されるフレーム
データを、無線通信端末機の解像度に対応するスキャンデータで形成した後、無線通信端
末機に伝送することができるために、送受信帯域幅を効率的に使えることができる。
また、本発明は、超音波診断装置から伝送されたスキャンデータを、無線通信端末機で独
立して適した解像度にスキャン変換することができるために、多様な解像度を有する無線
通信端末機への適用が可能な超音波診断システム及び診断方法を提供する。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】従来の超音波診断システムを概略的に示すブロック図である。
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【図２】従来の病院で使う超音波診断システムを示す図面である。
【図３】本発明の実施形態による多様な解像度を有する無線通信端末機への適用が可能な
超音波診断システムを示すブロック図である。
【図４】伝送量によってサンプリングを行って、伝送パケットを生成する過程を実施形態
で示すフローチャートである。
【図５】データ送受信部２３０で解像度情報を伝達する場合のパケット構造を示す図面で
ある。
【図６】本発明の実施形態による多様な解像度を有する無線通信端末機への適用が可能な
超音波診断システムの診断方法を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　本発明の実施形態は、当業者に本発明をさらに完全に説明するために提供されるもので
あり、下記の実施形態は、さまざまな他の形態に変形され、本発明の範囲が、下記の実施
形態に限定されるものではない。むしろ、これら実施形態は、本開示をさらに充実かつ完
全にし、当業者に本発明の思想を完全に伝達するために提供するものである。
【００２５】
　本明細書で使われた用語は、特定の実施形態を説明するために使われ、本発明を制限す
るためのものではない。本明細書で使われたように、単数形態は、文脈上、他の場合を確
かに指摘するものではないならば、複数の形態を含みうる。また、本明細書で使われる“
含む。（comprise）”及び／または“含む（comprising）”は、言及した形状、数字、段
階、動作、部材、要素及び／またはこれらグループの存在を特定するものであり、１つ以
上の他の形状、数字、動作、部材、要素及び／またはグループの存在または付加を排除す
るものではない。本明細書で使われるように、用語“及び／または”は、当該列挙された
項目のうち何れか１つ及び１つ以上のあらゆる組合わせを含む。
【００２６】
　本明細書で、第１、第２などの用語が多様な部材、領域及び／または部位を説明するた
めに使われるが、これら部材、部品、領域、層及び／または部位は、これら用語によって
限定されてはならないということは自明である。これら用語は、特定の順序や上下、また
は優劣を意味せず、１つの部材、領域または部位を他の部材、領域または部位と区別する
ためにのみ使われる。従って、以下、前述する第１部材、領域または部位は、本発明の教
えから外れずとも、第２部材、領域または部位を称することができる。
【００２７】
　以下、添付した図面を参照して、本発明の望ましい実施形態を詳しく説明する。
【００２８】
　図３は、本発明の実施形態による多様な解像度を有する無線通信端末機への適用が可能
な超音波診断システムを示すブロック図である。
【００２９】
　図示されたように、本発明の実施形態による多様な解像度を有する無線通信端末機への
適用が可能な超音波診断システムは、無線通信を使って超音波映像信号を送受信する超音
波診断装置１００及び無線通信端末機２００を備えてなる。
【００３０】
　前記超音波診断装置１００は、超音波プローブ１１０で得たフレームデータを前記無線
通信端末機２００のディスプレイ画面が有する解像度に対応してデータ伝送時に、最適の
帯域幅を有するようにスキャンデータで形成しうる。
【００３１】
　また、前記無線通信端末機２００は、前記超音波診断装置１００からスキャンデータを
受信して、自体保有したディスプレイ画面が有する解像度に適した超音波映像にスキャン
変換することができる。
【００３２】
　より詳細には、前記超音波診断装置１００は、超音波プローブ１１０、ビームフォーマ
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１２０、解像度情報受信部１３０、スキャンデータ用解像度ＤＢ１４０、スキャンデータ
生成部１５０、及びスキャンデータ送信部１６０を含みうる。
【００３３】
　前記超音波プローブ１１０は、超音波信号を被検体に送信し、被検体から反射されるエ
コー信号を受信することができる。
【００３４】
　また、前記ビームフォーマ１２０は、前記超音波プローブ１１０から反射されてきたエ
コー信号を収集してフレームデータを生成することができる。
【００３５】
　前記解像度情報受信部１３０は、前記無線通信端末機２００から解像度情報を受信する
ことができる。
【００３６】
　下記の表１は、多様な解像度を有する無線通信端末機の種類を示す。
【００３７】

【表１】

【００３８】
　表１に示したように、本発明の実施形態に適用可能な無線通信端末機は、多様な解像度
を有しうる。
【００３９】
　従って、超音波診断装置１００から無線通信端末機２００に超音波映像を伝送する場合
には、前記解像度情報受信部１３０で受信する解像度情報以上の解像度を有する超音波映
像を伝送して初めて、超音波映像信号の歪曲が発生しなくなる。
【００４０】
　一方、前記スキャンデータ用解像度ＤＢ１４０は、無線通信を行う場合、多様な解像度
を有する無線通信端末機の解像度情報に対応して帯域幅の効率性を高めうるスキャンデー
タが予め設定マッピングされて保存することができる。
【００４１】
　下記の表２は、無線通信を通じて伝送されるスキャンデータの大きさによって使う伝送
帯域幅（Bandwidth;Mbits/sec）を示す。
【００４２】
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【表２】

【００４３】
　表２に示したように、スキャンデータの大きさによって占める伝送帯域幅が異なること
が分かる。
【００４４】
　ここで、スキャンデータの大きさが４Ｋ　ＢＹＴＥは、無線通信を通じて超音波診断装
置から無線通信端末機に伝送する超音波映像の画素情報が約４，０００個程度あるという
ことを示す。
【００４５】
　例えば、表１の解像度が６４０×９６０であるｉＰｈｏｎｅ４（登録商標）は、スキャ
ンデータが１Ｋ　ＢＹＴＥに過ぎないために、４Ｋ　ＢＹＴＥのスキャンデータを伝送す
れば、約３，０００個程度の画素情報は使われず、捨てられることが分かり、この際、表
２の伝送帯域幅を参照しても、伝送帯域幅を必要以上に多く占めて効率が落ちることがあ
る。
【００４６】
　従って、本発明の実施形態でのように、スキャンデータが予め設定マッピングされたス
キャンデータ用解像度ＤＢ１４０を用いれば、伝送帯域幅を効率的に使えるようになる。
【００４７】
　下記の表３は、前記スキャンデータ用解像度ＤＢ１４０にマッピング設定された実施形
態を示す。
【００４８】

【表３】

【００４９】
　前記スキャンデータ生成部１５０は、表３の実施形態によって、無線通信端末機２００
から前記解像度情報受信部１３０に受信される解像度情報を用いて、前記スキャンデータ
用解像度ＤＢ１４０のマッピング情報と比較した後、前記フレームデータを無線通信端末
機に伝送するためのスキャンデータで生成することができる。
【００５０】
　すなわち、前述したように、無線通信端末機の解像度が６４０×９６０であるｉＰｈｏ
ｎｅ４の場合には、スキャンデータ生成部１５０でそれを支援する１Ｋ　ＢＹＴＥのスキ
ャンデータを生成することができる。
【００５１】
　図４は、伝送量によってサンプリングを行って、伝送パケットを生成する過程を実施形
態で示すフローチャートである。
【００５２】
　図示されたように、本発明の実施形態では、スキャンデータの大きさによって全体デー
タの大きさを調節して、伝送パケットを生成して伝送しうる。
【００５３】
　このように、超音波診断装置１００は、図３に示されたスキャンデータ送信部１６０を
用いてスキャンデータ生成部１５０から生成されたスキャンデータを前記無線通信端末機



(9) JP 2017-511732 A 2017.4.27

10

20

30

40

50

に送信することができる。
【００５４】
　また、本発明の実施形態による多様な解像度を有する無線通信端末機への適用が可能な
超音波診断システムの無線通信端末機２００は、図３に示したように、ディスプレイ部２
１０、解像度情報生成部２２０、データ送受信部２３０、スキャン変換用解像度ＤＢ２４
０、アプリケーション制御部２５０、及びスキャン変換部２６０を備える。
【００５５】
　より詳細に説明すれば、前記ディスプレイ部２１０は、無線通信端末機の種類によって
超音波映像を表示するために、前述したような多様な解像度を有するディスプレイ画面を
備え、無線通信を通じて連結されるＰＣ、スマートフォン、タブレット型機器、パッド型
機器、ＰＤＡなどの無線通信端末機に備えられうる。
【００５６】
　前記解像度情報生成部２２０は、前記ディスプレイ部２１０のディスプレイ画面に対応
する解像度情報を生成することができる。
【００５７】
　本発明の実施形態では、ディスプレイ部２１０のデバイスドライバを通じてディスプレ
イ画面が有する物理的な解像度情報を求めうる。
【００５８】
　この際、前記解像度情報生成部２２０を含んで、後述するスキャン変換用解像度ＤＢ２
４０及びアプリケーション制御部２５０は、無線通信端末機に設けられる独立した応用プ
ログラムとして具現可能である。
【００５９】
　また、前記データ送受信部２３０は、前記超音波診断装置１００と無線通信を行って、
無線通信端末機の解像度情報生成部２２０で生成した解像度情報及び前記超音波診断装置
１００のスキャンデータを送受信することができる。
【００６０】
　図５は、データ送受信部２３０で解像度情報を伝達する場合のパケット構造を示す図面
である。
【００６１】
　Packet Headerは、データ通信用Packetであることを表示し、Packet全体大きさを保存
し、Commandは、Packetを用いて行なおうとする作業CommandまたはCommandに対するRespo
nseを表示し、Bodyは、CommandまたはResponseに該当するデータを保存することができる
。
【００６２】
　一方、図３に示されたスキャン変換用解像度ＤＢ２４０は、図３の解像度情報生成部２
２０で生成した解像度情報に対応して、スキャン変換可能な超音波映像の大きさが予め設
定マッピングされて保存することができる。
【００６３】
　下記の表４は、前記スキャン変換用解像度ＤＢ２４０にマッピング設定された実施形態
を示す。
【００６４】
【表４】

【００６５】
　表４に示したように、無線通信端末機の支援解像度によって超音波映像の大きさが異な
ることが分かる。
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【００６６】
　従って、無線通信端末機２００のアプリケーション制御部２５０は、前記スキャン変換
用解像度ＤＢ２４０を用いてディスプレイ部２１０が有するディスプレイ画面の解像度情
報に対応する超音波映像をマッピングさせることができる。
【００６７】
　次いで、スキャン変換部２６０が、前記アプリケーション制御部２５０で求めたマッピ
ング情報を用いて超音波診断装置１００から受信したスキャンデータにスキャン変換を行
って、ディスプレイ画面が支援する解像度に適した超音波映像を形成しうる。
【００６８】
　このように、本発明の実施形態による多様な解像度を有する無線通信端末機への適用が
可能な超音波診断システムは、超音波診断装置１００が超音波プローブ１１０で得たフレ
ームデータを無線通信端末機２００の解像度に対応するスキャンデータで形成して伝送す
るために、伝送帯域幅の効率を高め、無線通信端末機２００は、超音波診断装置１００か
ら受信したスキャンデータを多様な解像度を有するディスプレイ画面に適した超音波映像
にスキャン変換することができるために、多様な解像度を有する無線通信端末機２００に
適用することができる。
【００６９】
　図６は、本発明の実施形態による多様な解像度を有する無線通信端末機への適用が可能
な超音波診断システムの診断方法を示すフローチャートである。
【００７０】
　図６を参照して、図３で説明した超音波診断システムの診断方法に関して説明すれば、
次の通りである。
【００７１】
　図示されたように、本発明の実施形態による多様な解像度を有する無線通信端末機への
適用が可能な超音波診断システムの診断方法は、フレームデータを生成する段階（ステッ
プＳ１０）、解像度情報を生成する段階（ステップＳ２０）、解像度情報を伝送する段階
（ステップＳ３０）、スキャンデータを生成する段階（ステップＳ４０）、スキャンデー
タを伝送する段階（ステップＳ５０）、スキャンデータを超音波映像にスキャン変換する
段階（ステップＳ６０）、及び超音波映像をディスプレイ画面に表示する段階（ステップ
Ｓ７０）を含む。
【００７２】
　より詳細には、前記フレームデータを生成する段階（ステップＳ１０）は、図３の超音
波診断装置１００を構成するビームフォーマ１２０が超音波プローブ１１０で収集したエ
コー信号を用いてフレームデータを生成する第１段階である。
【００７３】
　次いで、前記解像度情報を生成する段階（ステップＳ２０）は、図３の無線通信端末機
２００に独立して具現される応用プログラムが有する１つの機能を行う段階であり得る。
【００７４】
　すなわち、前記解像度情報を生成する段階（ステップＳ２０）は、前記応用プログラム
の一機能である図３の解像度情報生成部２２０で無線通信端末機２００の固有運用体制に
ディスプレイ情報を要請し、前記運用体制でデバイスドライバを通じてディスプレイ画面
の解像度を求めた後、それを再び応用プログラムに提供して解像度情報を生成する第２段
階である。
【００７５】
　次いで、前記解像度情報を伝送する段階（ステップＳ３０）は、前記無線通信端末機２
００を構成する図３のデータ送受信部２３０と前記超音波診断装置１００を構成する図３
の解像度情報受信部１３０とを通じて前記第２段階で求めた解像度情報を無線通信端末機
２００から超音波診断装置１００に伝送する第３段階である。
【００７６】
　また、前記スキャンデータを生成する段階（ステップＳ４０）は、前記第２段階で求め
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た無線通信端末機２００の解像度情報を図３のスキャンデータ用解像度ＤＢ１４０のマッ
ピング情報と比較した後、マッピング情報に基づいて、図３のビームフォーマ１２０から
生成されたフレームデータを無線通信端末機に伝送するためのスキャンデータで生成する
第４段階である。
【００７７】
　以後、前記スキャンデータを伝送する段階（ステップＳ５０）は、図３の超音波診断装
置１００のスキャンデータ送信部１６０と無線通信端末機２００のデータ送受信部２３０
とを通じて超音波診断装置１００から無線通信端末機２００にスキャンデータを伝送する
第５段階である。
【００７８】
　一方、本発明の実施形態で、前記第３段階（ステップＳ３０）及び前記第５段階（ステ
ップＳ５０）で超音波診断装置１００と無線通信端末機２００との間で行われる無線通信
方式としては、ブルートゥース（Bluetooth：登録商標）、無線ＵＳＢ（Wireless USB）
、Wireless LAN、Ｗｉ－Ｆｉ（WiFi）、ジグビー（Zigbee）または赤外線通信であるＩｒ
ＤＡ（Infrared Data Association）のうち１つの方式を利用できる。
【００７９】
　また、前記スキャンデータを超音波映像にスキャン変換する段階（ステップＳ６０）は
、図３の無線通信端末機２００を構成するアプリケーション制御部２５０でスキャン変換
用解像度ＤＢ２４０を参照して、解像度情報に対応する超音波映像をマッピングさせた後
、スキャン変換部２６０で前記超音波診断装置１００から受信するスキャンデータをディ
スプレイ画面が有する解像度情報に適した超音波映像にスキャン変換する第６段階である
。
【００８０】
　次いで、前記ディスプレイ部２１０によって、スキャン変換が完了した超音波映像を表
示することができる。
【００８１】
　以下、実施形態は、本発明の超音波診断装置に対する一実施形態である。
【００８２】
　本発明の一実施形態による超音波診断装置では、前記超音波診断装置と連動して動作す
る無線で連結された端末機から前記端末機についての解像度情報を受信する段階、前記端
末機から受信した解像度情報を用いて生成されたスキャンデータを前記解像度情報に合う
容量で設定テーブル、サンプリングや補間法（interpolation）などの方法を用いて決定
する段階、前記決定によって超音波映像に対する伝送データやパケットを生成して、前記
端末機に送信する段階を経る。
【００８３】
　以下、実施形態は、本発明の超音波診断装置と連動する端末機に対する一実施形態であ
る。
【００８４】
　超音波診断装置から前記端末機についての解像度情報を要請される段階、前記要請に応
じて、前記端末機の解像度情報を前記超音波診断装置に伝送する段階、前記超音波診断装
置から超音波映像データを受信する段階、前記受信した超音波映像データを、イメージプ
ロセスを用いて超音波映像を生成する段階を経る。
【００８５】
　前記のように、本発明は、超音波診断装置のビームフォーマから形成されるフレームデ
ータを、無線通信端末機の解像度に対応するスキャンデータで形成した後、無線通信端末
機に伝送することができるために、送受信帯域幅を効率的に使える効果がある。
【００８６】
　また、本発明は、超音波診断装置から伝送されたスキャンデータを、無線通信端末機で
独立して適した解像度にスキャン変換することができるために、多様な解像度を有する無
線通信端末機への適用が可能な超音波診断システム及び診断方法を提供する効果がある。
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【００８７】
　以上、本発明について詳しく説明したが、その過程で言及した実施形態は、例示的なも
のであり、限定的なものではないということを確かめ、本発明は、以下の特許請求の範囲
によって提供される本発明の技術的思想や分野を外れない範囲内で、均等に対処されうる
程度の構成要素の変更は、本発明の範囲に属するものと理解されなければならない。
【産業上の利用可能性】
【００８８】
　本発明は、多様な解像度を有する無線通信端末機への適用が可能な超音波診断システム
及び診断方法関連の技術分野に適用可能である。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図５】

【図６】
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